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お知らせ 11 月

公
営
企
業
局　

総
務
部
総
務
課

■
試
験
方
法　
　

　

面
接
試
験
・
身
体
検
査

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　
　

　

周
防
大
島
町
公
営
企
業
局　

総

務
課
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橘
図
書
館
休
館
の
お
知
ら
せ

　

蔵
書
点
検
の
た
め
休
館
し
ま
す
。

■
期
間

　

12
月
９
日
㈪
～
13
日
㈮

　

本
の
返
却
に
つ
い
て
は
、
玄
関

先
に
あ
る
返
却
ボ
ッ
ク
ス
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。
ご
迷
惑
を
お
か
け

し
ま
す
が
、
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

　

橘
図
書
館
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11
月
は
労
働
保
険
適
用

促
進
強
化
期
間
で
す

　

事
業
主
の
み
な
さ
ん
、
労
働
保

険
（
労
災
・
雇
用
保
険
）
の
加
入

手
続
き
は
お
済
み
で
す
か
。

　

11
月
は
「
労
働
保
険
適
用
促
進

強
化
期
間
」
で
す
。

　

労
災
保
険
は
、
労
働
者
が
業
務

上
の
事
由
ま
た
は
通
勤
に
よ
っ
て

負
傷
し
た
り
、
病
気
に
見
舞
わ
れ

た
り
、
あ
る
い
は
不
幸
に
も
死
亡

さ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
労
働
者
や

ご
家
族
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要

な
給
付
を
行
な
う
制
度
で
、
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
者
や
ア
ル
バ
イ
ト

の
方
に
も
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

雇
用
保
険
は
、
労
働
者
が
失
業

し
た
場
合
お
よ
び
雇
用
の
継
続
が

困
難
と
な
る
事
由
が
生
じ
た
場
合

に
、
生
活
お
よ
び
雇
用
の
安
定
を

図
る
と
と
も
に
、
再
就
職
を
促
進

す
る
た
め
必
要
な
給
付
を
行
な
う

制
度
で
す
。
一
定
の
要
件
を
満
た

せ
ば
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
も

適
用
さ
れ
ま
す
。

　

労
働
保
険
へ
の
加
入
手
続
き
に

つ
い
て
は
、
岩
国
労
働
基
準
監
督

署
ま
た
は
柳
井
公
共
職
業
安
定
所

（
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
）
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
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署
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柳
井
公
共
職
業
安
定
所
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冬
は
特
に
注
意
！

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
食
中
毒

　

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
食
中
毒
は

夏
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ウ
イ
ル

ス
に
よ
る
食
中
毒
が
冬
に
多
発
し
て

【
相
談
】

　

広
告
で「
出
張
費
見
積
無
料
・

蛇
口
の
水
漏
れ
１
０
５
０
円

～
」
な
ど
と
あ
っ
た
の
で
、
太

陽
熱
温
水
器
の
配
管
修
理
の
見

積
を
依
頼
し
た
ら
、
点
検
・
作

業
料
と
し
て
４
０
０
０
円
を
請

求
さ
れ
た
。
見
積
額
も
高
か
っ

た
た
め
、
今
回
は
修
理
の
契
約

に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
納
得

が
い
か
な
い
。

【
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
講
座
】

　

修
理
業
者
を
呼
ん
だ
場
合
、

一
般
的
に
は
出
張
費
、技
術
料
、

部
品
代
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、

思
う
よ
り
高
額
に
な
る
ケ
ー
ス

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
修
理
の

た
め
に
業
者
を
呼
び
、
作
業
が

完
了
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、

消
費
者
側
か
ら
来
訪
を
求
め
た

契
約
で
あ
る
と
し
て
、
ク
ー
リ

ン
グ
・
オ
フ
が
適
用
さ
れ
な
い

ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
相
談
の

ケ
ー
ス
で
は
、
広
告
で
は
出
張

費
と
見
積
が
無
料
で
あ
り
、
点

検
費
が
無
料
と
い
う
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。作
業（
工

事
）
の
工
賃
や
技
術
料
は
業
者

に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
す
。
急

ぎ
で
依
頼
す
る
時
で
は
あ
っ
て

も
、
工
事
に
先
立
っ
て
、
見
積

費
用
や
出
張
旅
費
等
の
有
無
、

作
業
内
容
・
工
事
時
間
・
費
用

の
概
算
と
そ
の
内
訳
を
確
認

し
、
メ
モ
を
取
り
、「
点
検
・

修
繕
が
終
わ
っ
た
後
に
高
額
代

金
を
請
求
さ
れ
、
払
う
し
か
な

か
っ
た
」
と
い
っ
た
ト
ラ
ブ
ル

を
防
ぐ
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
漏
水
等
が
激
し
い
よ

う
で
あ
れ
ば
、
修
理
が
終
わ
る

ま
で
、
漏
水
し
て
い
る
器
具
の

止
水
栓
か
、
自
宅
配
管
の
元
栓

か
ら
止
め
る
な
ど
の
応
急
処
置

で
し
の
ぐ
こ
と
も
考
え
ま
し
ょ

う
。

か
し
こ
い
消
費
者

水
道
に
関
す
る
修
理
の
ト
ラ
ブ
ル

相
談
は　

山
口
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
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ま
た
は
町
商
工
観
光
課   　
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めざせ！

い
ま
す
。

○
予
防
の
ポ
イ
ン
ト

・
普
段
か
ら
感
染
し
な
い
よ
う
に
食

べ
物
や
家
族
の
健
康
状
態
に
注
意
し

て
、
嘔
吐
や
下
痢
が
あ
る
と
き
は
、

食
品
の
調
理
を
行
わ
な
い
。

・
作
業
前
な
ど
の
手
洗
い
を
丁
寧
に

行
う
。

・
調
理
器
具
は
洗
剤
等
で
十
分
洗
浄

し
、
塩
素
系
洗
浄
剤
に
浸
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

　

柳
井
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

☎
０
８
２
０
（
２
２
）
３
６
３
１

特　設　人　権　相　談　所
◆日　　時　12 月９日㈪　午前９時 30 分～正午

◆場　　所　大島庁舎

◆相談内容　人権問題、土地、家屋、金銭貸借、　

　　　　　 　離婚などの生活上の心配事

◆相 談 員 　 人権擁護委員

◆問い合わせ　福祉課　
　　　　☎０８２０（７７）５５０５

お
知
ら
せ


